
クラウド等を活用した地域ＩＣＴ投資の促進に関する検討会 

開催要綱（案） 
 

１ 目的 
 「日本再興戦略」や「まち・ひと・しごと創生総合戦略」などにおいても指摘されているよ

うに、地域の活性化は、我が国における最重要課題である。 

ＩＣＴは、距離や時間等の制約を克服し、地域の創意工夫を生かしたイノベーションや新産

業の創出を可能とすることによって官民のサービスをはじめとする地域のサービス水準の維

持・向上、地域の産業や小規模・個人事業者の収益性・生産性向上及びイノベーションの創出

に有効な手段であり、更なる利活用の推進が期待されている。 

一方で、我が国では全国的に超高速ブロードバンド環境の整備が進み、ネットワークを通じ

たアプリケーションサービスやクラウドサービスが至る所で利用可能となっており、これらを

用いたＩＣＴの利活用の推進、ＩＣＴ投資の促進を図ることが重要と考える。 

以上を踏まえ、本検討会は、地域の活性化を図るためＩＣＴ投資の一層の促進を図るための

具体策の検討を目的とする。 
 

２ 名称 
本会議は「クラウド等を活用した地域ＩＣＴ投資の促進に関する検討会」と称する。 

 

３ 検討内容 
（１） ＩＣＴ化が期待される分野に対するネットワークを利用したＩＣＴ投資の促進方策 

（２） ＩＣＴの小規模・個人事業者への活用の在り方（サービスの付加価値や生産性向上面 等） 

（３） 地域における企業と行政間及び企業相互間のＩＣＴの利活用の在り方 

（４） 地域におけるＩＣＴ人材の活用と育成の在り方 

（５） その他関連する事項 
 

４ 構成及び運営 
（１） 本検討会は、総務副大臣（情報通信担当）の検討会として開催する。 

（２） 本検討会の構成員は、別添のとおりとする。 

（３） 本検討会に座長を置く。 

（４） 座長は、本検討会を招集する。 

（５） 座長は、必要があると認めるときは、座長代理を指名することができる。 

（６） 座長は、必要に応じて構成員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 

（７） その他、本検討会の運営に必要な事項は、座長が定めるところによる。 
 

５ 議事等の公開 
 本検討会で使用した資料については、次の場合を除き、公開する。また、本会議については、

原則として、議事要旨を作成し、公開する。 

（１） 本検討会を公開することにより当事者又は第三者の権利、利益や公共の利害を害する恐

れがある場合 

（２） その他、非公開とすることが必要と認められる場合 
 

６ スケジュール 
本検討会は、平成２７年１月から開催し、同年６月を目途に一定の取りまとめを行う。 

 

７ 事務局 
 本検討会の庶務は、情報通信国際戦略局情報通信政策課及び情報流通行政局情報流通振興課が

行うものとする。  
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